
《印鑑登録について》 

 本人の申請ですか。 

官公署の発行した免許証、

認可証をお持ちですか。 

委任状をお持ちですか。 登録する方の委任状をお持

ちください。 

本日の登録はできません。 

印鑑登録申請書と登録する

印鑑、免許証やパスポートな

ど、官公署の発行した写真付

きの身分を証明するものを

提示してください。 

すでに印鑑登録をして

いる方で、登録する方の

保証人になってくださ

る方はいますか。 

照会文書をご本人に送付

いたしますので、照会書と

同封した回答書に必要事

項を記入、押印し登録印を

添えて、照会の日から３０

日以内に窓口に提出して

ください。 

（代理人が来るときは、委

任状と代理人の印鑑も必

要です。） 

保証人の方に印鑑登録申請書の保証

人欄に自署、押印してもらい、登録す

る印鑑を添えて窓口に提出してくだ

さい。（保証人と代理人は兼ねられま

せん。） 

※保証人が他市町村に登録している場合

は、印鑑登録証明書を添付してください。 

印 鑑 登 録 証 の 交 付 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

＜登録できる印鑑＞ 

・氏名を表示したもの（外国人のみ通称可） 

・氏を表示したもの 

・名を表示したもの 

・氏と名（通称含む）の一部を組み合わせたもの 

・機械彫り等により一般に市販されているもの 

 （三文判） 

・非漢字圏の外国人住民の住民票の備考欄に記載さ

れている氏名のカタカナ表記またはその一部を

組合せたもので表されている印鑑 

 

 

＜登録できない印鑑＞ 

・氏名を表していないもの 

・氏名以外の事項を表しているもの 

・ゴム印その他の材質で変形しやすいもの 

・印影を鮮明に表しにくいもの 

・一辺が８㎜の正方形に収まり、２５㎜の正方形に 

 収まらないもの 

・その他登録を受けようとする印鑑として適当でな

いもの 

25㎜ 

8㎜ 
（実物大） 

お問い合わせは 

清川村税務住民課   電話 ２８８－３８４９（直通） 


